
前
漢
文
帝
期
の
政
治

に
お
け
る

一
考
察

上

野

有
　
美
　
子

前漢文帝期の政治における一考察

は
　

じ
　

め
　

に

　
文
帝
期
ぽ
、
前
漢
黄
金
期
で
あ
る
武
帝
期
の
基
礎
を
作
り
、
創
成
の
混
乱
期
か

ら
安
定
期

へ
の
移
行
時
代
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と

い
う

こ
と

は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
文
帝
十
三
年

(前

一
六
七
)
の
肉
刑
除
去
に
つ
い
て
は
、
雲
夢
睡
虎
地
秦

簡
の
発
見
な
ど
に
ょ
り
近
年
飛
躍
的
に
研
究
が
進
み
、
そ
れ
ま
で
の
不
定
期
刑
か

ら
有
期
刑

へ
の
変
換
と
い
う
、
中
国
刑
法
史
上
最
も
重
要
な
出
来
事

の
一
つ
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
従
来

の
文
帝
期
研
究
は
個
々
の
分
析
に
と
ど
ま
り
、　
「
文
帝
期
と
は
ど

う
い
う
時
代
で
あ

っ
た
か
」
と
い
う
大
局
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
ま
た
文
帝
個
人
に
つ
い
て
は
、
前
漢

の
太
宗
と
し
て

「仁
政
を
行

っ
た
君
主
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
。
し
か
し
そ
れ
は
何
を
根
拠
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
だ

ち
う
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
興
味
深

い
文
献
と
し
て

『
風
俗
通
義
』
を
挙
げ
て

み
た
い
。
そ
の
記
述
に
は
文
帝
期
が

「
仁
政
が
行
わ
れ
た
安
定
し
た
時
代
し
で
は

な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

.　

孝
文
皇
帝
小
生
於
軍
、
及
長
大
有
識
不
知
父
所
在
、
日
祭
於
代
東
門
外
。
高

　
　
帝
数
夢
見

一
児
祭
巳
、
使
使
至
代
求
之
、
果
得
文
帝
、
立
為
代
王
。

　
　
治
天
下
致
升
平
、
断
獄
三
百
人
、
粟

一
升

一
銭
、
凡
此
十
余
事
、
皆
俗
人
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
妄
伝
言
過
、
其
実
及
伝
会
或
以
為
前
皆
非
是
、
如
劉
向
言
。

　
こ
の

『
風
俗
通
義
』
は
、
成
帝
と
劉
向
と
の
問
答
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
い
る

が
、

こ
の
こ
と
か
ら
既
に
成
帝
の
時
代
に
は
文
帝
仁
政
説
が
流

布

し

て

い
た

こ

と
、
ま
た

一
般
的
に
神
秘
性
を
高
め
る
目
的
で
語
ら
れ
る
出
生
伝
説
ま
で
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
で
劉
向
は
文
帝
仁
政
説
は
後
の
世

に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
実
際
と
は
違
う
と
言

っ
て
お
り
、
著
者
の
応
劭
も
こ
の
意

見
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
簡
単
に
文
帝
期
の
状
況
を
、
時
代
に
沿

っ
て
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
は

即
位
の
状
況
で
あ
る
が
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
安
定

し
た
皇
位
の
譲
渡
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ

っ
た
。

一
度
も
皇
太
子
と
し
て
立
て

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
呂
茂
の
乱
の
後
に
大
臣
た
ち
の
衆
議
に
よ

っ
て
代
王
と
い
う

一
諸
侯
王
か
ら
皇
帝
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
文
帝
は
、
即
位
当
初
か
ら
皇
帝
と
し
て

の
必
然
性
を
持
た
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
臣
下
に
対
し
て
も
、
即
位
当
初
の
文
帝
は
強
硬
姿
勢
で
臨
む
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
建
国

の
功
臣
と
も
言
え
る
高
祖
時
代
か
ら
の
臣
下
達

の
衆
議
に
よ

っ
て
即
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史 窓

位
が
決
ま

っ
た
文
帝
と
臣
下
達
と
の
関
係
が
い
か
に
緊
迫
し
て
お
り
、
そ
の
懐
柔

に
文
帝
が
多
大
な
神
経
を
払

っ
た
か
と

い
う
こ
と
は
、
即
位
後
す
ぐ
に
恩
賞
を
何

度
も
下
し
て
い
る
こ
と
や
、
漢
の
大
臣

は
狡
猾
で
信
用
な
ら
な
い
と
言
う
代

の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

臣
の
進
言
か
ら
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
た
呂
氏
の
乱
討
伐
の
際
、
斉
王
系

の
諸
侯
王
達
の
力
が
大
き
く
、
実
際
高
祖

の
長
男
悼
恵
王
肥
の
子
で
あ
る
斉
王
襄

を
次
期
皇
帝
と
し
て
迎
え
よ
う
と
い
う
計

画
が
あ
り
、
文
帝
と
他
の
諸
侯
王
と
の
間
に
絶
対
的
な
差
異
が
な
か

っ
た
こ
と
も

伺
え
る
。
実
際
に
し
ば
し
ば
諸
侯
王
達

の
僭
越
な
振
る
舞
い
が
あ
り
、
ま
た
諸
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

王
に
よ
る
二
度

の
反
乱
も
起

こ
っ
て
い
る
。

　
　
大
臣
議
欲
立
斉
王
、
皆
日
、　

「
母
家
駟
鈞
悪
戻
、
虎
而
冠
者
也
。
訪
以
呂
氏

　
　
故
、
幾
乱
天
下
、
今
又
立
斉
王
、
是
欲
復
為
呂
氏
也
。
代
王
母
家
薄
氏
、
君

　
　
子
長
者
、
且
代
王
高
帝
子
、
於
今
見
在
最
為
長
。
以
子
則
順
、
以
善
人
則
大

　
　
臣
安
。」
於
是
大
臣
乃
謀
迎
代
王
、
而
遣
章
以
誅
呂
氏
事
告
斉
王
、
令
罷
兵
。

　
　
始
誅
諸
呂
氏
時
、
朱
虚
侯
章
功
尤
大
、
大
臣
許
尽
以
趙
地
王
章
、
尽
以
梁
地

　
　
王
興
居
。
及
文
帝
立
、

聞
朱
虚
、

東
牟
之
初
欲
立
斉
王
、

故
黠
其
功
。　
二

　
　
年
、
王
諸
子
、

乃
割
斉
二
郡
以
王
章
、

興
居
。

章
、

興
居
意
自
以
失
職
奪

　
　
功
。
歳
余
、
章
薨
、
而
匈
奴
大
入
辺
、
漢
多
発
兵
、
丞
相
灌
嬰
将
撃
之
、
文

　
　
帝
親
幸
太
原
。
興
居
以
為
天
子
自
撃
胡
、
遂
発
兵
反
。
上
聞
之
、
罷
兵
帰
長

　
　
安
、

使
棘
蒲
侯
柴
将
軍
撃
破
、

虜
済
北
王
。

王
自
殺
、

国
除
。　

(以
上
、

　
　

『
漢
書
』
三
十
八
、
高
五
王
伝
)

　
ま
た
外
戚
勢
力
の
弱
さ
が
即
位
の
条
件
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
即
位
当

初
の
文
帝
の
政
治
基
盤
が
い
か
に
弱
か

っ
た
か
が
想
像
で
き
る
。

　
し
か
も
文
帝
三
年

(大

一
七
七
)
と

十

四
年

(
前

一
六
六
)
、
後
六
年

(前

一

五
八
)
に
は
匈
奴

の
侵
入
も
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
文
帝
に
よ
る
軍

事
行
動
が
い
か
に
大
規
模
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
、
い
く

つ
か
の
史
料
に
も
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　
　
是
時
大
発
興
材
官
、
騎
士
十
余
万
軍
長
安
、
帝
遣
丞
相
灌
嬰
、
撃
匈
奴
。
文

　
　
帝
自
労
兵
、

至
太
原
代
郡
。

由
是
北
辺
置
屯
待
戦
、

設
備
備
胡
。

兵
連
不

　
　
解
、
転
輸
絡
繹
費
損
虚
耗
。
因
以
年
歳
穀
不
登
、
百
姓
饒
乏
、
穀
糴
常
至
石

　
　
五
百
、
時
不
升

一
銭
。　
(
『風
俗
通
義
』
孝
文
帝
)

　
　
兵
者
凶
器
、
未
易
数
動
。
高
帝
欲
伐
匈
奴
、
大
困
平
城
、
乃
遂
結
和
親
。
孝

　
　
恵
、

高
后
時
、

天
下
安
楽
。

及
孝
文
帝
欲
事
匈
奴
、

北
辺
蕭
然
苦
兵
乎
。

　
　

(『
史
記
』
百
二
十

二
、
酷
吏
列
伝
)

　

こ
の
よ
う
に
、
文
帝
期
は
そ
の

一
代
を
通
し
て
、

い
く
つ
も
の
危
機
的
状
況
に

晒
さ
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
最
初
に
述
べ
た
疑
問

へ
と
戻
る
わ
け
で
あ
る
が
、
何
故
文
帝
期
が

「仁

政

の
行
わ
れ
た
安
定
し
た
時
代
で
あ

っ
た
」
と
い
う
通
説
が
前
漢
後
期
に
は
既
に

広
ま

っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
実
際
の
文
帝
期
と
は
ど
う
い
う
時

代

で
あ

っ
た

の

か
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
疑
問
を
、
文
帝
期
の
政
治
思
想
状
況
と
、
諸
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

文
帝
期
の
政
治
思
想
状
況

　
文
帝
期
の
諸
政
策
を
見
る
に
お
い
て
、
政
策
と
い
う
も
の
が
そ
の
目
的
の
基
礎

と
な
る
政
治
思
想
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
過
程
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
文

帝
期
の
政
治
に
お
け
る
思
想
状
況
を
も
う

一
度
振
り
返

っ
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ

る
。

　
前
漢
初
期

の
黄
老
思
想
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
で
も
繰
り
返
し
記
述
さ
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前漢文帝期の政治における一考察

　
　
　

　

れ
て
い
る
。

　
ま
た
西
田
太

一
郎
氏
は
そ
の
著
書
の
中
で
前
漢
初
期
の
政
治
原
理
が
黄
老
思
想

で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
黄
老
思
想

に
よ
る
治
世
は
、
天
子
及
び
高
級
官
僚
が

無
為
清
静
を
主
義
と
し
、
政
治
の
実
務

を
下
級
官
吏
に
任
せ
、
下
級
官
吏
は
法
の

定
め
に
従

い
人
民
を
支
配
す
る
が
、
そ

こ
で
言
わ
れ
る

「法
令
」
は
変
更
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
と
が
理
想
で
あ
る
と
、
西
田
氏
は
説
明
し
て
い
る
。

　
な
ら
ば
文
帝
期
の
政
治
思
想
が
黄
老
思
想
で
あ

っ
た
か
と
い
う
と
、

一
概
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

う
と
は
言
え
な
い
。
文
帝
が
黄
老
思
想

に
親
し
ん
だ
と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、
文

帝
期
の
政
策
は
、
法
令
の
変
更
を
厭
う
黄
老
思
想
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
幾

つ
も
の
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
漢
初
期
、
及
び
文
帝
期
の
政
治
思
想
が
黄
老
思
想
だ
と
い
う
説
に
つ
い
て
、

以
前
か
ら
疑
問
は
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　
米
倉
豊
氏
は
、
恵
帝
の
治
世
上
、
基
本
的
政
治
課
題
で
あ
る
新
し
い
政
治
支
配

の
秩
序

・
権
力
構
造

・
全
国
統
治
の
組
織
を
早
急
に
充
実

・
強
化
す
る
事
が
課
題

で
あ
り
、
そ
の
方
策
は
儒
術
主
義
を
と

っ
て
い
た
が
、
そ
の
後

の
呂
后
の
専
制
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

無
為
を
呼
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
前
漢
初
期
の
段
階
で
、
黄
老
思
想
だ
け
で
は
な
く
儒
家
思
想
も
政
権
に
複
雑
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑨

絡
み
合

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
他

に
金
谷
治
氏
や
戸
田
浩
暁
氏
な
ど
も
述
べ

て
い
る
。

　

筆
者
は
文
帝
期
は
政
治
思
想
上
の
過
渡
期
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
も
う

一
度
文

帝
期
の
政
治
思
想
状
況
に
つ
い
て
、
高
祖
か
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
述
べ
て

み
よ
う
。

　

ま
ず
高
祖
の
時
代
で
あ
る
が
、
秦
末

か
ら
続
い
た
戦
乱
に
よ
り
、
厭
戦
気
分
が

庶
民
の
問
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
為
に
積
極
的

な
改
革
が
出
来
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
厭
戦
気
分
が
充
満
し
て
い
よ
う
と
、

高
祖
は
即
位
後
も
建
国
の
功
臣
で
あ

っ
た
韓
信

・
彭
越

・
黥
布
な
ど
の
異
姓
諸
侯

王
や
、
辺
境
か
ら
の
匈
奴
の
侵
入
に
対
し
戦
線
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
建
国
後
の
中
央
集
権
体
制
の
確
立
を
目
的
と
し

た
積
極
的
改
革
な
ど
、
行
う
余
裕
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
黄
老
思
想

の

「
無
為
」

の
状
態
に
し
か
成
り
得
な
か

っ
た
の
が
高
祖
の
時
代
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
恵
帝
期
で
あ
る
が
、
高
祖
末
期

の
状
況
が
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
国
外
に
お
い
て
は
、
高
祖
か
ら
続
く
匈
奴
と
の
戦
闘
が
継
続
し
て
い
た
。
国
内

に
お
い
て
は
異
姓
諸
侯
王
も
な
く
、
米
倉
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
中
央
集
権
体
制

の
確
立
を
基
本
的
政
治
課
題
と
し
て
早
急
且
つ
積
極
的
な
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い

た
が
、
恵
帝
は
即
位
後
わ
ず
か
七
年
で
崩
御
し
、
そ
の
間
の
治
世
も
呂
后
を
中
心

と
す
る
外
戚
勢
力
の
台
頭
が
著
し
く
、
恵
帝
独
自

の
積
極
的
政
策
が
行
わ
れ
る
こ

と
は
少
な
か

っ
た
と
推
察
出
来
る
。

　
恵
帝
崩
御
後
は
、
呂
后
の
専
制
に
よ
る
政
治
的
混
乱
期
が
訪
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

呂
后
に
よ
り
少
帝
が
次
々
に
立
て
ら
れ
、
同
姓
の
諸
侯
王
達
は
誅
殺
さ
れ
た
。

劉
氏
の
血
筋
で
な
い
者
ま
で
皇
帝
と
し
て
立
て
ら
れ
、
劉
氏
政
権
が
危
ぶ
ま
れ
る

ま
で
状
況
は
緊
迫
し
て
い

っ
た
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
は
皇
位
継
承
と
い
う
権
力
の
中
枢
部
で
起
こ

っ
た
混
乱

で
あ

り
、
呂
后
を
中
心
と
す
る
外
戚
勢
力
と
、
高
祖
の
功
臣
を
中
心
と
し
た
家
臣
団

・

高
祖
の
血
縁
で
あ
る
同
姓
諸
侯
王
と
の
間
に
お
い
て
の
み
争
わ
れ
た
も
の
で
、

一

般
の
民
衆
に
は
影
響
が
少
な
く
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
疲
弊
し
た
民
力
が
回
復
し

て
い

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

呂
氏
と
劉
氏
の
対
立
と
い
う
国
内

の
緊
張
だ
け
で
な
く
、
呂
后
七
年

(前

一
八
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史 窓

一
)
に
は
匈
奴
と
南
越
が
侵
攻
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
国
外
関
係
に
お
い
て
も
状

況
は
緊
張
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
申

で
は
新
し
い
政
治
思
想
の
模
索
な
ど
不
可

能

で
依
然
政
治
思
想
は
高
祖
末
期
の
状
況
と
同
じ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
の
緊
張
は
呂
后
の
死
に
よ

っ
て
破
ら
れ
た
。
劉
氏
政
権
回
復
を
狙

っ

て
劉
氏
の
諸
侯
王
と
功
臣
達
に
よ
る
呂
氏
討
伐
、

い
わ
ゆ
る
呂
氏

の
乱
が

勃
発

し
き
そ
の
後
迎
え
ら
れ
即
位
し
た
の
が
文
帝
で
あ
る
。

　
文
帝
期
に
娵
前
代
か
ら
の
課
題
が
継
承
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
新
体
制
の
模
索

で
あ
る
。
し
か
し
文
帝
が
積
極
的
改
革
を
行
う
為
に
は
、
ま
だ
乗
り
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
障
壁
が
あ

っ
た
。

　
そ
れ
は
序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

即
位
に
お
け
る
必
然
性
が
弱
く
、
政
治
基

盤
も
ま
た
弱
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
文
帝
は
自
己
の
皇
帝
と
し
て
の
絶
対
性

・
正
統
性
を
対
諸
侯
王
に
お
い
て
も
、

高
祖

の
功
臣
と
い
う
対
旧
臣
に
お
い
て
も
明
確
に
示
し
、
皇
帝
権
を
確
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
同
時
に
中
央
集
権
体
制

の
確
立
と
い
う
積
極
的
改
革
を
早

急
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

二
重
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
文
帝
は
即
位
と
同
時
に

「
高
祖

の
継

承
し
を
積
極
的
に
表
明
し
、
自
己
の
皇
帝

位
の
正
統
性
を
臣
下
に
も
諸
侯
王
に
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
手
段
の

一
つ
と
し
て
、
高
祖
以
来

の
政
治
思
想
で
あ
る
黄
老
思
想
を
表
明
す

る
事
に
ょ
り
、
高
祖
の
継
承
を
印
象
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
し
か
し
同
じ
黄
老
思
想
を
政
治
思
想

に
掲
げ
た
と
し
て
も
、
高
祖
の
そ
れ
と
文

帝
で
は
意
味
合
い
が
違

っ
た
。

　
高
祖
の
場
合
は
、
建
国
間
も
な
い
時
期
に
抱
え
た
異
姓
諸
侯
王
問
題
や
匈
奴
問

題
な
ど
に
よ
り
新
し
い
体
制
を
作
る
余
裕
も
な
い
状
況
で
は
あ

っ
た
が
、
法
家
思

想
を
掲
げ
た
秦
を
否
定
し
漢
独
自
の
政
治
思
想
を
必
要
と
し
た
た
め
に
、
民
の
厭

戦
気
分
に
よ

っ
て
流
行
し
て
い
た
黄
老
思
想
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　

高
祖
以
降
、
文
帝
に
至
る
ま
で
は
、
国
内
外
の
緊
張
関
係
に
よ
り
中
央
集
権
体

制
確
立

の
た
め
に
積
極
的
な
改
革
を
求
め
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
高
祖
時
代
の
黄
老

思
想
か
ら
完
全
に
抜
け
出
す
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。

　
そ
し
て
文
帝
は
、　
「
高
祖
の
継
承
」
と
い
う
意
味
で
当
面
の
政
治
思
想
と
し
て

黄
老
思
想
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
同
時
に
、
文
帝
拡
同
姓
諸
侯
王
を
牽
制
し
建
国
時
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た

新
し
い
政
治
制
度
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
建
国
の
混
乱
に

ょ
り
、
行
政

・
法
体
系
な
ど
の
ほ
と
ん
ど
で
秦
制
を
継
承
し
て
い
た
漢
帝
国
が
、

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
秦
か
ら
の
脱
皮
を
成
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
秦

の
重
刑
主
義

・

法
家
思
想
を
指
判
し
て
い
た
漢
は
、
実
際
に
秦
法
を
運
用
す
る
に
当
た

っ
て
は
、

秦
の
法
家
思
想
で
は
な
く
黄
老
思
想
で
包
括
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢

の
正
当
性
を

強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
積
極
的
な
改
革
を
行
う
上
で
、
ど
う
し
て
も
黄
老
思
想

で
は
限
界
が
あ
り
、
新
た
な
政
治
思
想

・
新
た
な
体
制
が
必
要

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

　
そ
の
新
し
い
思
想
に
選
ば
れ
た
の
が
、
建
国
当
初
か
ら
政
権
に
絡
ん
で
き
た
儒

家
思
想
で
あ

っ
た
。

　

「
徳
治
仁
政
を
行
う
者
に
天
命
が
下
さ
れ
、
皇
帝
と
な
る
」
と
い
う
儒
家
思
想

の
持
つ
概
念
は
、
諸
侯
王
と
の
絶
対
的
な
差
異
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
文
帝
に
と

っ
て
都
合
の
い
い
も
の
で
あ

っ
た
。

　
し
か
し
同
時
に
、
自
己
の
即
位
時
に
多
大
な
影
響
力
を
も
た
ら
し
た
高
祖
の
功

臣
達
に
対
し
て
、
ま
た
諸
候
王
達
に
対
し
て
も
、　

コ
咼
祖
の
継
承
L
を
表
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
黄
老
思
想
は
必
要
で
あ

っ
た
。

　
黄
老
思
想
と
儒
家
思
想
、
ど
ち
ら
も
文
帝
に
は
必
要
で
あ

っ
た
が
、
即
位
後
年
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数
を
経
て
高
祖
の
功
臣
が
死
に
、
政
権
が
安
定
し
て
く
る
に
つ
れ
、
黄
老
思
想
の

必
要
性
が
徐

々
に
少
な
く
な

っ
て
き
た
。
そ
し
て
緊
迫

の
度
合
い
を
増
す
諸
侯
問

題
に
対
し
て
よ
り
有
効
と
思
わ
れ
る
、　

「
徳
治
仁
政
の
皇
帝
」
の
拠
り
所
と
な
る

儒
家
思
想
の
重
要
性
が
増
し
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
が
冒
頭
に
も
述
べ
た
、
文
帝
期
が
政
治
思
想
史
上
の
過
渡
期
で
あ
る
と
い

う
考
え
の
根
拠
で
あ
る
。

　
平
行
し
て
文
帝
は
強
力
な
中
央
集
権
国
家
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
が
、
で
は
そ
れ
は
こ
の
二
つ
の
課
題
と
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら

行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
政
策
を
中
心
に
文
帝
期
を
論
じ
て
い
き
た

い
。

二
　
文
帝
期
の
諸
政
策
と
同
姓
諸
侯
王

　
文
帝
期
に
は
皇
位
の
正
統
性
表
明
と
中
央
集
権
体
制
確
立
と
い
う
二
つ
の
課
題

が
あ
り
、
そ
の
為
に
政
治
思
想
に
は
目
的

の
異
な
る
二
つ
の
思
想
が
移
行
的
に
使

用
さ
れ
て
い
た
と
前
章
で
述
べ
た
。

　
だ
が
強
力
な
中
央
集
権
国
家
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
内
外
に
認
め
ら
れ
た

絶
対
的
な
皇
帝
権
の
行
使
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
こ
の
中
央
集
権
体
制
確
立
の
た
め
に
、

ど
う
し
て
も
早
急
に
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
の
が
、
同
姓
諸
侯
王
問
題
で
あ

っ
た
。
当
時
諸
侯
王
国
は
全
国

土

の
三
分
の
二
を
占
め
て
お
り
、
文
帝
と
そ
の
朝
廷
が
同
姓
諸
侯
王
問
題
に
対
し

最
大

の
危
機
意
識
を
持

っ
て
い
た
と

い
う

こ
と

は
、
史
料
や
次
代
の
景
帝
三
年

(前

一
五
四
)
に
勃
発
す
る
呉
楚
七
国

の
乱

へ
の
経
過
を
見
て
も
明

ら

か
で
あ

る
。

　
従
来
、
文
帝
の
諸
侯
王
対
策
に
つ
い
て
は
賈
誼
の
分
国
策
が
中
心
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
ま
た
、
薄
井
俊

二
氏
は
文
帝
は
積
極
的
な
対
匈
奴
政
策
や
祭
祀
事
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪

お
い
て
、
諸
侯
王
に
対
し
皇
帝
権
の
確
立
を
図

っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
で
は
、
文
帝
期
に
お
け
る
そ
の
他
の
政
策
は
ど
う
い
う
意
図
を
持

っ
て
行
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
帝
期

の
政
策
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
と
、
あ
る
事
実
に
気
が

つ
く
。
そ
れ

は
文
帝
期
に
は
前
代
ま
で
の
政
策
が
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
文
帝
期
に
撤
廃
さ
れ
た
政
策
は
、
盗
鋳
銭
令

・
収
孥
相
座
の
律

・
誹
謗
妖
言
令

・
秘
祝

の
令
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
田
租
の
徴
収
が
全
免
さ
れ
、
関
が
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

か
れ
、
肉
刑
が
廃
止
さ
れ
た
。

　
廃
止
さ
れ
て
い
た
も
の
が
復
活
し
た
と
い
う
政
策
は
、
恵
帝
期
に
廃
止
さ
れ
た

三
族
刑
が
、
後
元
年

(前

一
六
三
)
に
新
垣
平
に
対
し
行
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
牧
野
巽
民
や
冨
谷
至
氏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
要
約

す
る
と
、
廃
止
さ
れ
た
の
は
秦
代
か
ら
の
五
刑
を
施
し
て
か
ら
誅
殺

す

る
と

い

う
主
に
謀
反
罪
に
適
用
さ
れ
る
三
族
刑
で
あ
り
、
文
帝
期
の
廃
止
に
よ
り
、
秦
法

の
踏
襲
か
ら
漢
独
自
の
法
体
系
を
作
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
そ
の
他
、
秘
祝

の
令
は
秦
制
で
あ
り
、
こ
れ
は
秦
法
か
ら
の
脱
却
志
言
え
る
だ

ろ
う
し
、
誹
謗
妖
言
令
は
前
代
の
恵
帝
期
に
も

一
期
廃
止
の
詔
が
あ
り
、
文
帝
期

に
再
度
布
告
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
従
来
文
帝
期

の
撤
廃
政
策
は
、
こ
の
よ
う
に
秦
法
の
踏
襲
か
ら
脱
却
し
、
中
央

集
権
体
制
を
整
え
て
い
た
漢
王
朝
独
自
の
法
体
系
を
確
立
す
る
た
め
に
も
の
で
あ

っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
廃
止
に
よ
り
無
対
価
労
働
力
を
得
る
こ
と
の
出
来
た
肉
刑
除
去
政
策
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史 窓

な
ど
は
、
上
記
の
論
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
文
帝
期
に
撤
廃
さ
れ
た
政

策
の
い
く

つ
か
が
次
代

の
景
帝
期
に
復
活
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
見
る
と
、
文

帝
期
の
撤
廃
政
策
全
て
が
中
央
集
権
体
制
の
た
め
の
法
整
備
と
い
う
性
格
を
持
た

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

文
帝
期
に
撤
廃
さ
れ
景
帝
期
に
復
活

し
た
政
策
に
つ
い
て
は
、
田
租
の
全
免

・

関
の
除
去

・
盗
鋳
銭
令

の
除
去
が
挙
げ

ら
れ
る
。
で
は
、

こ
れ
ら
の
政
策
は
何
を

目
的
と
し
、

い
か
な
る
影
響
を
文
帝
期

に
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
疑
問
に
対
し
、
筆
者
は
文
帝
期

の
政
策
に
は
二
つ
の
課
題
に
対
応
す
る
政

策
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

　

一
つ
は
皇
位
継
承
に
お
け
る
正
統
性
確
立
を
目
的
と
し
た

「徳
治
仁
政
」
を
強

調
し
た
政
策
、
そ
し
て
も
う

一
つ
は
中

央
集
権
体
制
整
備
を
目
的
と
す
る
現
実
に

対
応
し
た
政
策
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
両
方
に
共
通
す
る
目
的
は
、
文
帝
期

一
代

に
お
い
て
最
大
の
懸
案
事
項
で
あ

っ
た
諸
侯
王
問
題
で
あ
る
。

　
前
者
に
は
関
の
撤
廃

・
盗
鋳
銭
令
除
去

・
田
租
全
免
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後

者
に
は
賈
誼
の
進
言
し
た
分
国
策
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
肉
刑
除
去
政
策
は
、

両
方
の
目
的
を
達
す
る
こ
と

の
出
来
た
政
策
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

　
何
故
そ
の
よ
う
に
分
類
し
た
か
と

い
う
と
、
関
の
撤
廃

・
盗
鋳
銭
令
除
去

・
田

租
全
免
な
ど
は
そ
の
廃
止
か
ら
復
活
の
経
緯
に
お
い
て
、
明
ら
か
な
矛
盾
点
が
見

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
関

の
撤
廃
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
文
帝
十
二
年
に
撤
廃
さ
れ
、
そ
の
後
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

帝
四
年
に
復
活
し
て
い
る
。

　
関
の
持

つ
性
格
と
し
て
、
通
行
の
制
限
や
旅
行
者

の
検
察
な
ど
が

目
的

で
あ

り
、
い
わ
ば
軍
事
警
察
的
な
も
の
で
通
行
税
な
ど
の
関
税
は
不
徴
収
で
あ

っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

い
う
こ
と
が
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
関

の
撤
廃
は
秦

の
苛
法
を
除
く
緩
和
政
策
の

一
つ
で
あ
り
、
復
活
に
つ

い
て
は
呉
楚
七
国
の
乱
後
の
治
安
維
持
の
必
要
性
か
ら
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。

　

し
か
し
関
の
撤
廃
が
秦

の
苛
法
を
除
く
も

の
で
あ
り
、
治
安
維
持
が
目
的
で
復

活
し
た
の
な
ら
、
治
安
が
あ
る
程
度
安
定
し
た
時
期
に
再
度
関
を
撤
廃
し
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
そ
の
後
関
が
再
び
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
関
の
撤
廃
は
恒
久
的
な
も
の
で
は
な
く
、
文
帝
期
に
お
い
て

一
時
的

に
必
要
で
あ

っ
た
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
そ
こ
で
漢
初
の
関
が
持

つ
役
割
に
つ
い
て
も
う

一
度
考
え
て
み
た
い
。

　

「
関
」
は
先
の
戦
国
時
代
に
は
各
国

の
国
境
に
お
か
れ
、
戦
時
に
は
防
衛
線
を

形
成
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
関
の
性
格
が

漢
初
に
は
ま
だ
残

っ
て
い
た

こ
と

は
、
呉
楚
七
国

の
乱
の
際
、
呉
王
溝
に
対
し
臣
下
が
説
い
た
言
葉
に
も
表
れ
て
い

る
。

　
　
深
壁
高
塁
、

副
以
関
城
、

不
如
江
淮
之
険
。　
(『
漢
書
』
五

一
、
枚
乗
伝
)

　
こ
の
よ
う
に
前
漢
初
期
の
関
に
戦
時
の
防
衛
線
と
い
う
性
格
が

見

ら
れ

る
以

上
、
関

の
撤
廃
は
も
う

一
つ
の
意
味
合
い
を
帯
び
て
く
る
。
筆
者
は
関
の
撤
廃
に

は
、
緊
張
関
係
に
あ
り
広
大
な
領
土
を
持

つ
諸
侯
王
国
の
防
衛
ラ
イ
ン
の
切
り
崩

し
と
い
う
面
を
持

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
。

　
で
は
田
租
の
全
免
や
盗
鋳
銭
令
除
去
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
政

策
も
諸
侯
王
対
策
の

一
面
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
田
租
の
全
免
に
つ
い
て
は
、
従
来
賈
誼
の
重
農
積
粟
政
策
や
、
鼇
錯
の
納
粟
賜

爵
政
策
な
ど
と
と
も
に
文
帝
の
勧
農
政
策

の
一
環
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

か
し
田
租
は
景
帝
元
年
に
は
復
活
し
て
い
る
。

　
こ
の
田
租
復
活
に
つ
い
て
、
山
田
勝
芳
氏
は
田
租
全
面
に
ょ
る
穀
物
価
格
下
落
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に
ょ

っ
て
農
民
の
負
担
軽
減
と
と
も
に
穀
価
低
廉
を
も
引
き
起
こ
し
、
早
晩
田
租

徴
収
は
復
活
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
が
、
徳
治
を
掲
げ
る
文
帝

一
代
は
そ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

矛
盾
に
も
関
わ
ら
ず
田
租
不
徴
収
を
継
続

し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
盗
鋳
銭
令
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
批
判
が
あ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
文
帝
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

に
廃
止
さ
れ
た
後
、
景
帝
中
六
年
に
復
活

し
て
い
る
。
平
中
苓
次
氏
は
、
貨
廟
価

値
下
落
の
た
め
私
鋳
の
禁
令
を
除
き
良
質

の
銭
貨
を
鋳
造
し
て
貨
幣
価
値
を
上
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
る
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
当
時
諸
侯
王
国
内
で
私
鋳
銭
や
租
税
の
免
除
が
諸
侯

王
の
裁
量
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
文
帝
の
行

っ
た
田
租
全
免
や
盗
鋳
銭

令
の
除
去
が
文
帝
の
徳
治
仁
政
と
し
て
、
諸
侯
王
の
非
道
と
対
比
す
る
よ
う
に
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

帝
期
か
ら
景
帝
期
に
か
け
て
盛
ん
に
喧
伝

さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
諸
侯
王
国
の
権
限
や
政
治
機
構
に
つ
い
て
は
鎌
田
繁
雄
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
史
料
か
ら
も
諸
侯
王
国
が
行
政
権
や
徴
税
権
、
裁
判
権
を
持
ち
、
呉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

な
ど
で
は
私
鋳
銭
に
よ
り
国
が
富
み
栄
え
て
い
た
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。

　
当
時
、
諸
侯
王
国
の
民
は
自
己
の
帰
属
意
識
を
漢
朝
で
は
な
く
、
諸
侯
王
国
に

対
し
て
抱
い
て
い
た
。
ま
た
淮
南
王
長

の
謀
反
に
ょ
り
淮
南
が
漢
の
直
轄
地
と
な

っ
た
後
、
民
の
間
で
再
び
諸
侯
王
を
立

て
る
こ
と
を
望
む
者
が
多
く
、
逃
亡
し
て

他
の
諸
侯
の
元
に
逃
亡
す
る
者
も
少
な
く

な
い
と

『
漢
書
』
賈
誼
伝
に
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
当
時
公
然
と
鋳
銭

や
田
租
の
免
減
を
行

っ
て
い
た
諸
侯
王

国
に
対
し
、
漢
朝
が
私
鋳
銭
令

の
除
去

や
田
租
全
廃
を
行
う
こ
と
に
ょ

っ
て
諸
侯

王
の
行
為
を
功
徳
と
し
て
民
に
認
め
さ

せ
ず
、
且

つ
漢
期

へ
の
帰
属
意
識
を
高
め

よ
う
と
す
る
目
的
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
盗
鋳
銭
令
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
当
時
私
鋳
銭
を
行

っ
て
い
た
呉
と
は
、

当
時
皇
太
子
で
あ

っ
た
景
帝
が
呉
の
太
子
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
か
ら
緊
張
関

係
が
続
い
て
い
た
。
斉
系
の
諸
侯
王
と
は
即
位
時
か
ら
緊
張
関
係
が
持
続
し
て
お

り
、
自
己
の
皇
帝
と
し
て
の
基
盤
が
未
だ
確
固
た
る
も
の
で
な
い
中
で
こ
れ
以
上

の
緊
張
の
拡
大
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
呉
の
私
鋳
銭
を
公
然
と
認

め
る
と
い
う
手
段
で
呉
と
の
緊
張
関
係
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
後
に
呉
楚
七
国
の
乱
の
際
、
呉
と
敵
対
す
る
事
に
な

っ
た
時
に
は
、
漢
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

は
呉
の
鋳
銭
を
漢
法
を
乱
す
行
為
と
し
て
公
然
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
同
時
に
文
帝
が
い
か
に
徳
の
あ
る
皇
帝
で
、
仁
政
を
行

っ
た
か
を
諸
侯

王
と
対
比
す
る
よ
う
に
褒
め
称
え
、
諸
侯
王
の
非
道
を
責
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
文
帝
期
の
政
策
に
は
諸
侯
王
対
策
と
し
て
の

一
面

が

あ

っ
た
。

「皇
帝
は
天
命
を
受
け
有
徳
の
政
治
を
行
う
」
と
い
う
天
命
思
想
を
利
用
し
、
文

帝

の
徳
治
仁
政
を
喧
伝
し
諸
侯
王
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
、
諸
侯
王

国
に
対
し
防
衛
ラ
イ

ン
の
切
り
崩
し
や
緊
張
緩
和
な
ど
の
、
実
際
に
効
力
の
あ
る

面
を
も
併
せ
持

っ
て
い
た
事
が
伺
え
る
。

　
だ
が
こ
れ
ら
の
政
策
は
、　
『
漢
書
』
凰黽
錯
伝
や
景
帝
紀
な
ど
で
は
徳
治
仁
政
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
賞
賛
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
景
帝
期
に
は
復
活
し
て
い
る
。
そ
れ

は
す
な
わ
ち
、
政
策
実
行
に
よ
る
利
益
よ
り
も
弊
害

の
ほ
う
が
よ
り
大
き
く
、
修

正
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
関
の
撤
廃
に
よ
り
中
央
政
府
が
人
民
の
移
動
を
掌
握
で
き
な
く
な
り
、
田
租
の

全
免
に
よ
り
田
租
額
に
よ
る
穀
物
の
価
格

・
流
通
が
制
御
が
出
来
ず
、
盗
鋳
銭
令

の
除
去
に
よ
り
政
府
が
貨
幣
価
値
の
調
整
が
出
来
な
い
と
い
う
状
況
は
、
文
帝

の

抱
え
る
も
う

一
つ
の
政
治
課
題

「
中
央
集
権
体
制
確
立
」
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
そ
の
矛
盾
は
、
徳
治
仁
政
を
掲
げ
る
文
帝
期
に
は
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

次
代
の
景
帝
期
に
お
い
て
復
活
と
い
う
形
で
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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史 窓

む

す

び

　
文
帝
が
そ
の
即
位
時
の
状
況
に
よ
り
、
自
ら
の
皇
帝
位
の
正
統
性
を
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
即
位
当
初
の
緊
急
的
な
課
題
で
あ

っ
た
。
そ
の
た

め
に
文
帝
は

「高
祖

の
継
承
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
だ
し
、
政
治
思
想
面
で
高
祖

か
ら
の
黄
老
思
想
を
取
り
上
げ
た
こ
と
を
第

一
章
で
述
べ
た
。

　
し
か
し
同
時
に
建
国
時
か
ら
の
課
題
、

つ
ま
り
中
央
集
権
国
家

の
建
設

.
そ
の

た
め
の
組
織
作
り
と
い
う
課
題
は
高
祖

・
恵
帝
の
動
乱
期
を
経
て
、
本
格
的
な
改

革
に
着
手
す
る
詩
期
を
迎
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
内
外

・
名
実
と
も
に
認
め

ら
れ
た
強
力
な
皇
帝
権
の
行
使
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
。

　

つ
ま
り

「
高
祖
の
継
承
」
に
よ
る
帝
位
の
正
統
性
表
明
と
、
中
央
集
権
体
制
建

設
の
為
新
し
い
皇
帝
像
の
模
索
と
確
立
と
い
う
、
二
つ
の
課
題
が
文
帝
期
の
基
本

的
命
題
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
高
祖
の
継
承
」
を
表
明
す
る
た
め
に
黄
老
思
想
を
政
治
思
想

と
表
明

し

て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
建
国
二
十
余
年
を
経
て
早
急
な
改
革
を
求
め
る
現
実
に
対
応

し
き
れ
な
い
。
儒
家
思
想
に
ょ
る
政
策

に
よ
り
、　
「天
命
を
得
た
皇
帝
」
と
し
て

諸
侯
王
と
の
絶
対
的
な
差
異
を
作
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
政
策
も
中
央
集
権
体
制

整
備

へ
の
逆
行
と
な
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
中
央
集
権
体
制
建
設
の
為
、
謀
反

へ
の
不
穏
な
空
気
を
纏
う
諸
侯
王
に
対

し
て
は
、
強
力
な
皇
帝
権
を
持

つ
皇
帝
と

し
て
、
分
国
策
な
ど
の
実
効
的
か
つ
即
効
性
の
あ
る
対
策
を
も
と
ら
ね
ば
な
ら
な

か

っ
た
。

　
文
帝
期
に
課
さ
れ
た
課
題
を
克
服
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
諸
政
策
は
、
矛
盾
を

は
ら
み
な
が
ら
二
つ
の
課
題
の
間
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
た
も
の
で
あ

っ

た
。

　
そ
し
て
文
帝
期
の
諸
政
策
は
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
内

包

し
な
が

ら
も

「
徳
治
仁
　

U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3

政
」
の
看
板
を
掲
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
文
帝

の
後
を
継
ぎ
、
緊
迫
し
た
諸
侯
王

と
の
対
立
に
お
い
て

「
無
道
の
諸
侯
王
と
仁
政

の
君
主
」
と
い
う
対
比
を
鮮
明
に

印
象
づ
け
た
か

っ
た
景
帝
に
よ

っ
て
も
強
調
さ
れ
、
そ
れ
は
実
際
に
諸
侯
王
が
呉

楚
七
国
の
乱
に
よ
っ
て
破
れ
た
こ
と
に
ょ
り
既
定
の
事
実
と
さ
れ
、
文
帝
は
仁
政

の
君
主
と
し
て
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
成
し
得
た
の
だ

っ
た
。

註①
　

『
風
俗
通
義
』
正
失
編

、
孝
文
帝
。

②

漢
大
臣
皆
故
高
帝
時
将

、
習
兵
事
、
多
謀
詐

、
其
属
意
非
止
此
也
、
特
畏
高
帝

、
呂

　
太
后
威
耳
。
今
己
誅
諸
呂
、
新
喋
血
京
師
、
以
迎
大

王
為
名
、
実

不
可
信
。　
(
『
漢
書
』

　

四
、
文
帝
紀
)

③

同
姓
諸
侯

王
問
題

に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
研
究
が
為
さ
れ
て
き

た
。
鎌

圉
繁
雄
氏

　
は
そ

の
著
書

『
秦
漢
政
治
制
度

の
研
究
』
　
(
日
本
学
術
振
興
会

、

一
九

六
二
年
)

に
同

　
姓
諸
侯

王
問
題

の
面
か
ら
も
詳

し
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
し
、
文
帝
即
位
時

の
斉
王
系
諸

　
侯
王

の
不
満
が
呉
楚
七
国
の
乱

の
遠
因

に
な

っ
た
と

い
う
論
は
、
古
く

は
布
目
潮
瘋
氏

　
も

「
呉
楚

七
国

の
乱

の
背
景
」

(『
和
田
博

士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』

一
九
四
九
年
)

　

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

④

特
に
高
祖

か
ら
文
帝
に
至
る
ま
で
の
歴
代
丞
相

の
列
伝
に
そ

の
記

述

が

多

い
。
蕭

　
何

・
曹

参

・
陳
平
な
ど

の
列
伝
な
ど
が
挙
げ

ら
れ

る
。

⑤

西
田
太

一
郎

『
中
国
刑
法
史
研
究
』

岩
波
書
店

一
九
七

四
年
。

⑥

文
帝

本
修
黄
老
之
言
、

不
甚
好
儒
術
。

其
治
尚
清
浄
無
為
。

(
『
風
俗
通
義
』

正
失

　
編
孝
文
帝
)

⑦

米
倉
豊

「漢
初
恵
帝
期
刑
政
孝
1

い
わ
ゆ
る
緩
刑
を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(『
駿
台
史
学
』

　
第

二
十

二
号

、

一
九
六
八
年
)

⑧

金
谷
治

「陸
賈
と
婁
敬
-
漢
初
儒
生

の
活

動

(
一
)
1
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
十

　

五
巻
第
三
号

、

一
九
五
七
年
)

⑨

戸
田
浩
暁

「
漢
初

の
法
律
政
策
と
儒
教

思
想
と

の
交

渉
」

(
『
斯
文
』
第

二
五
巻
第

　
十

一
号

、

一
九

四
三
年
)



前漢文帝期の政治における一考察

⑩

趙

王
如
意

・
趙
王
友

・
趙

王
恢

・
燕
王
建
が
廃
さ
れ

た
。
呂
后
崩
御

の
時
、
劉

氏
姓

　

の
諸
侯
王
は
斉

王
襄

・
准
南

王
長

・
城
陽
王
章

・
瑛
邪
王
沢

・
呉

王
溝
と
代
王

で
あ

っ

　

た
後

の
文
帝
恒

で
あ

る
。

⑪

薄

井
俊

二

「
漢

の
文
帝

に

つ
い
て
1
皇
帝

と
し
て
の
権
威
確

立
問
題
、
及
び
対
匈
奴

　

問
題
を
巡

っ
て
ー
」
　
(『
埼

玉
大
学
紀
要
教
育
学
部
』
第
四
十
四
巻

第

一
号
、

一
九
九

　

五
年
)

⑫

そ
れ
ぞ
れ

の
政
策
が
廃

止
さ
れ

た
年
代
を
記

し
て
お
く
。
文
帝
元
年

(
前

一
七
九
)

　

収
孥
相
坐
令

を
廃
止
。

二
年

(
前

一
七
八
)
誹
謗
妖
言
令

を

廃

止
。

五
年

(
前

一
七

　

五
)
盗
鋳
銭
令
を
廃
止
。
十
二
年

(
前

=

ハ
八
)
関

の
廃
止
。
十
三
年

(
一
六
七
)
秘

　

祝

の
令

・
肉
刑

・
田
租

の
徴
収

を
そ
れ
ぞ
れ
廃

止
。

⑬

『
牧
野
巽
著
作
集
』
第

一
巻

(
御
茶

の
水
書
房
、

一
九
七
九
年
)

⑭

冨
谷
至

「連
座
制
と
そ
の
周
辺
」

(
『戦

国
時
代
出

土

文

物

の
研

究
』
、

一
九
八
五

　

年
)

⑮

(
十
二
年
)
三
月
、
除
関
無
用
伝
。

(
『
漢
書
』
四
、
文
帝
紀
)

　

　
四
年
春

、
復
置
諸
関
用
伝
出
入
。
応
劭

日

「文
帝
十

二
年
除
関
無
用
伝
、
至
此
復
用

　

伝
。
以
七
国
新
反
、
備
非
常
。
　
(
『
漢
書
』

五
、
景
帝
紀
)

⑯

大
庭
脩

『
秦
漢
法
政
氏

の
研
究
』
第
五
篇

(
創
文
社
、

一
九

八
二
年
)

　

　
山
田
勝
芳

『
秦
漢
財
政
収
入

の
研
究
』
第
五
章

(
汲
古
書
院
、

一
九
九
三
年

)

⑰

(十
三
年
)

六
月
、
詔

日

「
農
、
天
下
之
本
、
務
莫
大
焉
。
今
塵
身
従
事
、
而
有
租

　

税
之
賦
、
是
謂
本
末
者
無
以
異
也
。

其
於
勧
農
之
道
未
備

。

其
除

田
之
租
税

。　
(
『
漢

　

書
』

四
、
文
帝
紀
)

　

　

(
元
年

)
五
月

、
令
田
半
租
。
　
(
『
漢
書
』
五
、
景
帝
紀
)

⑱

前

出
注
⑯
。

⑲

(
五
年
)
夏

四
月
、
除
盗
鋳
銭
令
。
更

造
四
銖
銭
。

(
『
漢
書
』

四
、
文
帝
紀
)

　

　

(
中
六
年
十

二
月
)
定
鋳

銭
偽
黄
金
棄
市
律
。
　
(
『
漢
書
』
五
、
景
帝
紀
)

⑳

平
中
苓
次

『
中
国
古
代

の
田
制
と
税
法
』
附
篇
第

二
章

(東
洋
史
研
究
会
、

一
九

六

　

七
年
)

㊧

高
皇
帝
親
垂
功
徳
、
建

立
諸
侯

、
幽
王
、
悼
恵

王
絶
無
後
、
孝
文
皇
帝
哀
憐
加
恵

、

　

王
幽
王
子
遂

、
悼
恵
王
子
卯
等

、
令
奉
其
先
王
宗
廟
、
為
漢
藩

国
、
徳
配
天
地
、
明
並

　

日
月
。
而
呉

王
　
背
徳
反

義
、
誘
受
天
下
亡
命
罪
人
、
乱
天
下
幣

、
称
疾
不
朝

二
十
余

　

年
。　
(
『
漢
書
』
三
十
五
、
荊
燕
呉
伝
)

　
　
今
陛
下
配
天
象
地
、
覆
露
万
民
、

絶
秦
之
跡
、

除
其
乱
法

、

躬
親
本
事

、

廃
去
淫

　
末

、
除
苛
解
蟯
、
寛
大
愛
人
、
肉
刑
不
用
、
辜
人
亡
帑

、
非
謗
不
治
、
鋳
銭
者
除

、
通

　
関
去
塞
、
不
華
諸
侯
、
賓

礼
長
老
、
愛
恤
孤
、
辜

人
有
期
、
後
宮
出
嫁

、
尊
賜
孝
悌
、

　
農
民
不
租
、
明
詔
軍
師
、
愛
士
大
夫

、
求
進
方
正
、
廃
退
姦
邪
、
除
去
陰
刑

、
害
民
者

　
誅
、
憂
労
百
姓
、
列
侯
就

都
、
親
耕
節
用
、
視
民

不
奢
。
所
為
天
下
興
利
除
害
、
変
法

　
易
故
、
以
安
海
内
者
、
大
功
数
十

、
皆
上
世
之
所
難
及
、
陛
下
行
之

、
道
純
徳
厚
、
元

　
元
之
民
幸
矣

。　
(
『
漢
書
』
四
十
九
、
爰
疂
竈
錯

伝
)

⑳
　

然
其
居
国
以
銅
塩
故
、
百
姓
無
賦
。
卒
践
更

、
輒
予
平
賈
。
歳

時
存
問
茂
材
、
賞

賜

　
閭
里
。
它
郡
国
吏
欲
来
捕

亡
入
者

、
頌
共
禁
不
与
。
如
此
者
三
十
余
年

、
以
故
能
使
其

　
衆
。

　
　
呉
有
予
章
郡
銅
山
、
即

招
致
天

下
亡
命
者
盗
鋳
銭
、
東
煮
海
水
為
塩

、
以
故
無
賦
、

　
国
用
饒

足
。　

(以
上
、　
『
漢
書
』
三
十

五
、
荊
燕

呉
伝
)

㊧

其
苦
属
漢
而
欲
得
王
至
甚

、
逋
逃
而
帰
諸
侯
者
已

不

少

矣
。

(
『
漢
書
』

四
十
八
、

　
賈
誼
伝
)

　
　
会
孝
恵
、
高
后
時
天
下
初
定
、
郡
国
諸
侯
各
務
自
拊
循
其
民
。

　
　
如
此
者
三
十
余
年
、
以

故
能
使
其
衆
。　
(
以
上

、　
『
漢
書
』
三
十
五
、
荊
燕
呉
伝
)

⑳

今
呉
王
前
有
太
子
之
隙
、
詐
称
病
不
朝

、
於
古
法
当
誅
。
文
帝

不
忍

、
因
賜
几
杖

、

　
徳
至
厚
也
。
不
改
過
自
新

、
乃
益
驕
恣
、
公
即

山
鋳
銭
、
煮
海
為
塩

、
誘
天
下
亡
人
謀

　
作
乱
逆
。

(
『
漢
書
』
三
十
五
、
荊
燕
呉
伝
)

⑳

孝

文
皇
帝
臨
天
下
、
通

関
梁

、
不
異
遠
方
、
除
誹
謗
、
去
肉
刑
、
賞
賜
長
老
、
収
血

　
孤
独
、
以
遂
群
生

、
減
耆
欲
、
不
受
献
、
罪
人
不
帑

、
不
誅
亡
罪
、
不
私
其
利
也
、
除

　
宮
刑
、
出
美

人
、
重
絶
人
之
世
也
。
朕
既
不
敏

、
弗
能
勝
識
。
此
皆
上
世
之
所
不
及
、

　
而
孝
文
皇
帝
親
行
之
。　
(
『
漢
書
』

五
、
景
帝
紀

)

補
記
　
本
文
脱
稿
後
、
佐
藤
達
郎
氏
が

「
前
漢

の
文
帝
1
そ

の
虚

像
と
実
像
ー
」
(
『
古
代

　
文
化
』
第
五
十
二
巻
第
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
)
を
発
表
さ
れ
、
閲
読

す

る
機

会

を

得

　
た
。
文
帝
仁

説
に
疑
問
を
呈
し
、
当
時

の
複
雑
な
思
想
状
況
か
ら
文
帝
像

を
明
ら
か
に

　
し

よ
う
と
す
る
な
ど
、
本
文

と
重

な
る
部
分
も
多

い
。
執
筆

に
当
た
り
十
分

に
参
照
出

　
来

な
か

っ
た

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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